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凡例：対対象 時日時 場場所 師講師 費費用（記載がないものは無料） 入入会金 年年会費 月月会費 定定員 保保育 持持ち物 申申し込み（記載がないものは午前8時30分から

9
月
20
日（
月
・
敬
老
の
日
）は
市
内
4
か
所
に
あ
る
福
祉
会
館
を
開
館
し
ま
す
。
入
浴
施
設
も
利
用
で
き
ま
す
問
柴
崎
福
祉
会
館
☎（
5
2
3
）4
0
1
2

☎（
5
2
0
）8
0
0
6〔
10
月
1
日

か
ら
。
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除

く
、
午
前
9
時
〜
午
後
5
時
〕へ

居
住
支
援
の
た
め
の
不
動

産
協
力
店
を
募
集
し
て
い

ま
す

　
立
川
市
居
住
支
援
協
議
会
は
、
住

宅
確
保
要
配
慮
者
の
民
間
賃
貸
住
宅

へ
の
入
居
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を

い
た
だ
け
る
市
内
の
不
動
産
店
を
、

「
不
動
産
協
力
店
」
と
し
て
登
録
し

ま
す
。

　
現
在
、
登
録
希
望
の
不
動
産
店
を

募
集
し
て
い
ま
す
。
登
録
す
る
と
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
協
力
店
と
し
て
掲

載
さ
れ
、
居
住
相
談
窓
口
と
連
携
し

て
、
相
談
者
の
お
部
屋
探
し
に
ご
協

力
い
た
だ
き
ま
す
。

　
登
録
の
条
件
や
手
続
き
等
、
く
わ

し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

問
住
宅
課
住
宅
相
談
係
・
内
線
2
5

6
2体

育
施
設
の
あ
り
方
検
討
ワ

ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

　
市
民
体
育
館
や
グ
ラ
ウ
ン
ド
等
、

市
内
体
育
施
設
の
今
後
の
整
備
の
あ

り
方
に
つ
い
て
、
市
民
同
士
が
話
し

合
う
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
ま

す
。

対
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
方
時

10
月
4
日
・
18
日
・
25
日
の
月
曜
日
、

午
後
7
時
か
ら（
全
3
回
）場
泉
市
民

体
育
館
研
修
室
定
10
人（
抽
選
）

申
9
月
22
日（
水
）ま
で
に
、
電
話
、

ま
た
は
住
所
、
氏
名
、
連
絡
先
を
書

い
て
フ
ァ
ク
ス
、
E
メ
ー
ル
で
ス
ポ

ー
ツ
振
興
課
☎（
5
2
9
）8
5
1
5

Fax（
５
３
４
）５
１
６
９
esports@

city.tachikaw
a.lg.jp

へ

午
後
2
時
か
ら
場
市
役
所
2
階
210
会

議
室
申
住
宅
課
住
宅
相
談
係
・
内
線

2
5
6
2
へ

10
月
か
ら
居
住
相
談
窓
口

を
開
設

　
10
月
か
ら
市
役
所
に
居
住
相
談
窓

口
「
み
ん
な
の
住
ま
い
サ
ポ
ー
ト
た

ち
か
わ
」
を
開
設
し
ま
す（
無
料
）。

相
談
員
が
相
談
者
の
状
況
を
お
伺
い

し
、
適
切
な
民
間
賃
貸
住
宅
の
情
報

提
供
や
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の

紹
介
を
行
い
ま
す
。

対
住
宅
確
保
要
配
慮
者
時
10
月
以
降

の
毎
週
木
曜
日（
祝
日
、
年
末
年
始

を
除
く
）▽▽
午
後
1
時
30
分
〜
2
時

15
分
▽▽
午
後
2
時
45
分
〜
3
時
30
分

▽▽
午
後
4
時
〜
4
時
45
分
定
1
日
3

組（
申
込
順
）

申
前
日
ま
で
に
居
住
相
談
窓
口
「
み

ん
な
の
住
ま
い
サ
ポ
ー
ト
た
ち
か
わ
」 

　
市
は
、
住
宅
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト

法
に
基
づ
き
、
不
動
産
関
係
団
体
や

居
住
支
援
団
体
と
連
携
し
、
9
月
27

日（
月
）に
立
川
市
居
住
支
援
協
議
会

を
設
立
し
ま
す
。

　
協
議
会
で
は
、
住
宅
確
保
要
配
慮

者（
一
定
の
所
得
以
内
の
方
、
被
災
者
、

高
齢
者
、
障
害
者
、
子
ど
も
を
養
育

し
て
い
る
方
、
外
国
人
の
方
等
）が
民

間
賃
貸
住
宅
へ
円
滑
に
入
居
で
き
る

よ
う
必
要
な
支
援
策
に
つ
い
て
協
議

し
ま
す
。

　
ま
た
、
居
住
相
談
窓
口
や
居
住
支

援
セ
ミ
ナ
ー
等
を
通
じ
て
、
住
宅
確

保
要
配
慮
者
と
民
間
賃
貸
住
宅
の
賃

貸
人
の
方
の
双
方
に
対
し
、
住
宅
情

報
の
提
供
等
の
支
援
を
行
い
ま
す
。

　
構
成
団
体
等
く
わ
し
く
は
、
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
設
立
総
会
　
傍
聴
で
き
ま
す〔
定

員
3
人（
申
込
順
）〕時
9
月
27
日（
月
）

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
を

支
給
し
ま
す

　
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
公

的
年
金
等
の
収
入
や
そ
の
他
の
所
得

額
が
一
定
基
準
以
下
の
年
金
受
給
者

の
生
活
を
支
援
す
る
た
め
、
年
金
に

上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。

●
対
象
　
▼
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給

し
て
い
る
方
＝
次
の
要
件
を
す
べ
て

満
た
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
▽▽

65
歳
以
上
▽▽
世
帯
員
全
員
の
市
民
税

が
非
課
税
▽▽
年
金
収
入
額
と
そ
の
他

所
得
額
の
合
計
が
約
88
万
円
以
下
▼

障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
を

受
給
し
て
い
る
方
＝
前
年
の
所
得
額

が
約
4
7
2
万
円
以
下

●
請
求
手
続
き
　
▼
既
に
年
金
を
受

給
し
て
い
て
、
新
た
に
年
金
生
活
者

支
援
給
付
金
の
対
象
と
な
る
方
＝
日

本
年
金
機
構
か
ら
請
求
手
続
き
の
案

内
が
届
き
ま
す
。
給
付
金
の
受
け
取

り
を
希
望
す
る
方
は
、
同
封
の
は
が

き（
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
請
求

書
）を
投
函
し
て
く
だ
さ
い〔
令
和
4

年
1
月
4
日（
火
）ま
で
に
請
求
手
続

き
が
完
了
す
る
と
、
令
和
3
年
10
月

か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
給
付
金
を
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
〕▼
こ
れ
か

ら
年
金
を
受
給
す
る
方
＝
年
金
請
求

と
併
せ
て
年
金
事
務
所
で
お
手
続
き

く
だ
さ
い
▼
既
に
本
給
付
金
を
受
け

取
っ
て
い
る
方
＝
手
続
き
の
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん

　
な
お
、
日
本
年
金
機
構
や
厚
生
労

働
省
を
装
っ
た
不
審
な
電
話
や
案
内

に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
日
本
年
金
機
構
「
給
付
金
専
用
ダ

イ
ヤ
ル
」
☎
0
5
7
0（
0
5
）4
0

9
2〔
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
〕、
日
本
年
金

機
構
立
川
年
金
事
務
所
☎（
5
2
3
）

0
3
5
2

◦東京都発熱相談センター　
☎03（5320）4592〔土曜・日曜日、祝日を含む、24時間〕

◦東京都電話相談窓口（新型コロナコールセンター）
☎0570（550）571〔土曜・日曜日、祝日を含む、午前９時
～午後10時〕

◦厚生労働省電話相談窓口
☎0120（565）653〔土曜・日曜日、祝日を含む、午前９時
～午後９時〕

新型コロナウイルス感染症に
関する相談窓口
発熱などの症状が出たときは、まずは
 「かかりつけ医」に電話で相談してください。

かかりつけ医がいない、相談する医療機関に迷う場合など

症状はないが不安な場合、感染予防に関することなど

　市は、新型コロナウイルス感染症にかかり、自宅療養を余儀なくされている方への

独自の支援策として、食料品等の詰め合わせを配送しています。

▶期間＝８月25日から当面の間（１か月程度）▶対象者＝原則として新型コロナウイルス
感染症と診断され、自宅療養をしている市内在住の方（都から食料品を送付されている

方は除く）▶支援内容＝３日分の食料品等（パックのごはん、カップラーメン、スポーツ
ドリンク、トイレットペーパー等）▶配送＝配送業者がご自宅へお届けします▶申込方法
＝電話（電話ができない方のみファクス）で、健康推進課☎（527）3632Fax（521）0422へ

　通常は図書館への来館が必要な「たちかわ電子図書館」の利用者ID・パスワード

の発行を、期間限定で電話で受け付けています。

▶対象＝感染症の影響で外出自粛や自宅療養をしている市内在住の方で、図書館利用
カードを持っていない方▶受付・利用可能期間＝９月30日㈭まで▶申込方法=中央図
書館☎（528）6800へ

住宅確保要配慮者に必要な
支援を協議・実施

立
川
市
居
住
支
援
協
議
会

を
設
立
し
ま
す

立川市
居住支援協議会

不動産関係団体
宅地建物取引業者 等

居住支援団体
居住支援法人 　
社会福祉法人 等

立川市
住宅・福祉部局

立川市居住支援協議会の
イメージ

連携

連携

連携

新型コロナウイルス感染症自宅療養者に
食料品等をお届けします

電子図書館利用者ID等の発行を電話で受け付けます

凡例：対対象 時日時 場場所 師講師 費費用（記載がないものは無料） 入入会金 年年会費 月月会費 定定員 保保育 持持ち物 申申し込み（記載がないものは午前8時30分から


